
 

滋賀県がん診療連携協議会 議事結果報告書 

 

会 議 名 令和元年度 滋賀県がん診療連携協議会 第１回診療支援部会 

開 催 日 時 令和元年６月18日（火） 18：00～19：10 

開 催 場 所 滋賀医科大学医学部附属病院 第４会議室（病院４階） 

出 席 者 【部会員】 

滋賀医科大学医学部附属病院  谷 眞至（部会長） 

大津赤十字病院        土井 隆一郎（副部会長） 

滋賀県立総合病院       川上 賢三（副部会長） 

公立甲賀病院         南部 卓三 

彦根市立病院         來住 優輝 

市立長浜病院         林 嘉彦 

高島市民病院         武田 佳久 

市立大津市民病院       髙見 史朗 

草津総合病院         戸川 剛〈代理〉山本 雄介 

済生会滋賀県病院       重松 忠〈代理〉日置 康志 

近江八幡市立総合医療センター 石川 博己 

東近江総合医療センター    目片 英治 

滋賀県医師会         重永 博 

滋賀県薬剤師会        小杉 奈緒 

滋賀県放射線技師会      吉村 雅寛 

滋賀県病院薬剤師会      寺田 智祐 

滋賀県歯科衛生士会      山本 伸子 

滋賀県放射線治療連絡協議会  山内 智香子 

滋賀県健康医療福祉部     野坂 明子 

滋賀県立総合病院       川邊 義巳 

【オブザーバー】 

滋賀県健康医療福祉部     切手 俊弘 

滋賀県がん患者団体連絡協議会 天満 清央 

【事務局】 

滋賀医科大学医学部附属病院  浅井 由孝 

滋賀医科大学医学部附属病院  黒瀬 和美 

滋賀医科大学医学部附属病院  野原 悦子 

（敬称略）            

欠 席 者 【部会員】 

長浜赤十字病院        駒井 康伸 

滋賀県歯科医師会       松井 泰成 

滋賀県看護協会        呉竹 礼子 

滋賀医科大学医学部附属病院  醍醐 弥太郎 

（敬称略） 

議 事 概 要 １．報告等 

・新しく部会員となられた方及びオブザーバーの方の紹介があった。 

 ・年度最初の部会の開催にあたり、本部会の役割について確認があった。 

 ・前回の部会の議事概要について再度確認の依頼があった。 

  

２．議題 

（１）令和元年度の取組について 



 

１）アクションプランについて 

  今年度のアクションプラン及び年間スケジュールについて、次のとおり昨年度とほぼ同様

とすることで、了承された。 

（アクションプラン） 

○高度ながん医療について 

○がん診療連携拠点病院等のがん診療に関する機能分担の評価の検討 

○がん医療の質の向上に向けたアウトカム評価の検討 

○各団体の取組を把握していく 

○ＨＰの拡充 

○がんゲノム医療についての情報共有 

○妊孕性温存についての情報共有 

（年間スケジュール） 

○年３回の部会の開催 

○高度ながん医療の推進のための支援、連携体制の検討 

○特色あるがん医療に関してのサイトの一覧を充実する 

◯「がん診療連携拠点病院等のがん診療に関する機能分担の評価」及び「がん医療の質の

向上に向けたアウトカム評価」の検討 

○がんゲノム医療についての情報共有 

○妊孕性温存についての情報共有 

 

２）ＰＤＣＡサイクルについて 

  ＰＤＣＡチェックリストの Ｐｌａｎ（計画）について、「がん情報サイトの閲覧回数」と

し、Ｄｏ（実行）については、「サイトの充実」とすることで了承された。 

 

３）「がん診療連携拠点病院等のがん診療に関する機能分担の評価の検討」、「がん医療の質

の向上に向けたアウトカム評価の検討」 

  各病院に、がん診療に関するトピックスについて照会し、新着情報順、医療圏別・病院別

に取りまとめた一覧表を、「がん情報しが」に掲載することが了承された。 

 

４）治療法一覧について 

治療法一覧として、医療機関別、疾病別にそれぞれ取りまとめた一覧表を「がん情報し

が」に掲載している。今回照会して作成した一覧表の内容を、各病院で確認していただき、

修正等があれば事務局に連絡していただきたい。 

また、がん診療に関するトピックス、治療法一覧について、「がん情報しが」への掲載場

所の確認があった。 

 

 ５）各団体の取組について 

 各団体より取組についての報告があった。 

（滋賀県医師会） 

・他団体から依頼された研修会等の後援を積極的に行う。 

・「がん関連」の研修会等の内容を滋賀県医師会報にスポット掲載し、会員に周知する。 

・シームレスながん治療の体制づくりをするための支援を行う。 

・「５大がん地域連携パス」を有効利用し、病診連携をスムーズに行えるよう会員に周知す

る。 

 （滋賀県薬剤師会） 

・滋賀県薬剤師会認定「在宅ホスピス薬剤師」のフォローアップ研修会を年２回実施し、

６月末には外科の医師に乳がんについて講演していただく。 

（滋賀県放射線技師会） 

・第３回研修会において「肺がん」をテーマにした研修会の開催を予定している。 

 



 

（滋賀県病院薬剤師会） 

・先日６月13日に開催したセミナーには、約85名の参加があった。 

・８月25日には、がんゲノム医療、遺伝性腫瘍についての講演会の開催を予定している。 

（滋賀県歯科衛生士会） 

・周術期等口腔機能管理を中心に、病院に勤務する歯科衛生士のスキルを上げること、ま

た学びの場を作ることにとどまらず、がんをテーマにした研修会を検討している。 

・診療所が病院とどのように連携しているかについての公演を予定しており、県に広げて

いきたい。 

（滋賀県放射線治療連絡協議会） 

・年２回の連絡協議会世話人会・研修会を予定しており、1回目は６月14日に開催し、２回

目は２月に開催予定である。 

・｢がん診療｣に関するセミナー・市民公開講座等の開催における共催・後援・告知を行う。 

・ホームページの運営を行う。 

・協議会に参加している施設間の協力体制強化を行う。 

 

６）ＨＰの拡充 

部会の数値目標としている、「がん情報しが」のアクセス状況について、各項目において

大きく落ち込んでいるところはない。今後もホームページの充実についてご協力いただき

たい。 

 （滋賀県からの報告） 

  ４月１日に滋賀県のホームページの更新を行ったが、見づらいとの苦情が数多く寄せられ

ている。県のトップページから「がん情報しが」に入りにくくなっているため、改善する予

定である。そのため、４月以降アクセス数が落ち込むことが考えられる。 

 

（２）その他 

 １）相談支援部会からの情報共有（山内部会員より） 

小冊子「滋賀の療養情報」を相談支援部会で6,000部作成し配布予定である。各施設で医

療者に周知いただき、必要な患者に届くよう案内してほしい。また、必要であればホーム

ページからのダウンロードも可能である。 

 

２）滋賀県からの情報提供と依頼 

・がん遺伝子パネル検査の保険適用について 

２製品のがん遺伝子パネル検査が６月１日より保険適用となった。金額は、56万円で、

2023年をピークとして、１製品につき１万３千人、計２万６千人が見込まれている。 

・がんゲノム医療中核拠点病院等について 

秋頃を目処に、自施設でエキスパートパネルが可能ながんゲノム医療拠点病院を新た

に設置予定である。がんゲノム医療連携病院は、がんゲノム医療中核拠点病院またはが

んゲノム医療拠点病院の原則１箇所との連携となる（県内のがんゲノム医療連携病院は、

滋賀医科大学医学部附属病院と県立総合病院）。 

各病院の遺伝子パネル検査の情報は、がんゲノム情報管理センター（C-CAT）に集約さ

れ、今後の医薬品、医療機器の開発に活用される。 

・滋賀県がん患者調査事業について 

本事業について、目的、調査方法等の説明があり、協力の依頼があった。 

本事業の実施主体は、滋賀県がん患者団体連絡協議会と滋賀県。各病院には、院内が

ん登録患者から対象者を抽出、特定し、依頼文を送付するまでをご協力いただく予定と

している。各病院のがん登録人数により配分し、全体で約2,000人を抽出する（層化抽出）。

なお、回収の送付先は県庁にしており、回収後の分析等は、滋賀医大の社会医学講座に

依頼している。調査結果については「がん情報しが」に掲載する。報告書は、病院別の

結果報告はしないが、各病院には知らせる。 

奈良県では、２年に１回調査が行われ、報告書は「がんネットなら」に掲載されてい



 

る。配布は約2,000人で、回収率は約50％。 

（部会員からの質問に対する説明） 

・調査を行うことについて各病院内に掲示し、患者に周知する。 

・倫理委員会においては、院内がん登録患者の情報を利用してアンケート調査を行うこ

とに対しての審査をお願いしたい。 

・調査内容は、奈良県で実施されたものとほぼ同様で、満足度調査のようなものである。 

・当初は、外来・入院患者に直接配布する予定であったが、１ヶ月間では難しいとの意

見があり、院内がん登録患者から抽出し郵送することとなった。 

（部会員からの意見） 

・手渡しではなく郵送するのであれば、協力したいと思わせる内容の依頼文書を作成す

る必要ある。 

・県の封筒で郵送すると、県に情報が流れていると思われるため、病院の封筒で送るほ

うが良いのではないか。 

・主治医が説明し、依頼するほうが良いのではないか。回収率も高くなる。 

・診療所への問い合わせも考えられるため、医師会にも情報をいただき周知したい。 

・患者の抽出について具体的な方法を決めてほしい。 

（がん患者団体） 

奈良県では、医療従事者主体で行われているが、滋賀県では県と患者団体が主体で行

う。実りのある成果のためご協力をお願いしたい。 

 

各部会員からの意見に対し、県で検討いただく事となった。 

 

・妊孕性温存について 

助成事業が平成28年度から始まり、初年度は９件、平成29年度９件、平成30年度12件の

申請があった。受精卵凍結、卵巣組織凍結をされる方が多いため、今年度より、助成金の

上限を10万円から20万円に増額した。この制度は、約20の県に広がっており、最終的には

国の助成制度としていきたい。 

部会長より、今年度も引き続き若年者へ妊孕性温存の制度があることを伝えていただく

よう依頼があった。 

 

そ の 他 特になし 

 以上のとおり報告します。                          令和元年７月10日 

滋賀県がん診療連携協議会 会長 様 

   診療支援部会 部会長 谷 眞至 


